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乳幼児期に受ける定期予防接種

生後２か月から
５歳の誕生日の
前日まで

初回接種開始は、生後２か月から
生後６か月の間
生後１２か月までに２７日以上の間隔を
おいて３回

追加接種は、生後１２か月から
生後１５か月まで
初回終了後６０日以上の間隔をおく

生後２か月から

生後６か月の間

生後７か月から

１歳の誕生日の前日まで

１歳の誕生日から２歳の誕生日の前日まで

２歳の誕生日から５歳の誕生日の前日まで

生後２か月から生後８か月の間 ２７日以上の間隔をおいて２回接種した後、１回目の接種から１３９日以上の間隔をおいて１回

生後５か月から生後８か月まで

初回接種は、生後２か月から生後７か月
に至るまでに開始。２７日から５６日までの
間隔をおいて３回

追加接種は、初回接種（３回）終了後
６か月から１８か月の間隔をおいて１回

１歳から３歳の
誕生日の前日まで

生後６か月から
７歳５か月まで

１回目は、生後１２か月から１５か月に至るまで
２回目は、１回目終了後６か月から１２か月まで

の間隔をおく

３歳
６日から２８日までの間隔をおいて２回

４歳
上記終了後、おおむね１年の間隔をおく

２歳の誕生日の前日までの間に２７日以上の間隔をおいて３回。
ただし、２回目、３回目の接種は２歳を超えた場合は行わない
（追加接種は右記の通り可能）。また、１歳を超えて２回目の接種を
行った場合は、３回目の接種は行わない（追加接種は右記の通り可能）。

２歳の誕生日の前日までの間に２７日以上の間隔をおいて２回。
ただし、２回目の接種は２歳の誕生日を超えた場合は行わない
（追加接種は右記の通り可能）。

６０日以上の間隔をおいて２回

１回

初回接種終了
後６０日以上の
間隔をおいて、
１歳の誕生日
以降において
１回

追　加

小児用肺炎球菌

初　回接種開始時期

ワクチンの種類 対象者 標準的な接種期間※

Ｂ型肝炎

五種混合※２

ＢＣＧ

麻しん
風しん
（ＭＲ）

１期

２期

１歳から２歳の誕生日の前日まで

小学校入学の前年度の４/１～３/３１

１歳の誕生日の前日まで

生後２か月から
７歳５か月まで

水痘
（みずぼうそう）

日本脳炎
１期初回

１期追加

１期初回：２０日以上の間隔をおいて３回

１期追加：１期初回の３回目接種後、６か月以上の間隔をおいて１回

１回

１回

１回 (Ｈ３１.４.２～Ｒ２.４.１までに生まれた人は、Ｒ７.４.１～Ｒ８.３.３１までに受けてください)

３か月以上の間隔をおいて２回

１期初回：６日以上の間隔をおいて２回

１期追加：上記終了後、６か月以上の間隔をおいて１回

１歳の誕生日の前日まで

※標準的な接種期間とは、病気の性質などからこの期間に接種を受けることが最も望ましいと考えられる期間です。

乳幼児期に受ける定期予防接種の予診票は、出生届の際にお渡ししています。

ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ

Ｈｉｂ感染症（ヒブ）

ロタ
ウイルス

ロタリックス
（１価） 初回接種については

生後２月に至った日から
出生１４週６日後までの間

ロタテック
（５価）

出生６週０日後から
出生２４週０日後まで

出生６週０日後から
出生３２週０日後まで

ロタリックス（１価）

ロタテック（５価）

２７日以上の間隔をおいて２回

２７日以上の間隔をおいて３回

幼稚園・保育所の年長相当

　※２　令和６年４月１日から、「四種混合」ワクチンに「ヒブ」ワクチンが加わった「五種混合」ワクチンが定期予防接種に加わりました。

　　　「ヒブ」と「四種混合」の接種間隔の詳細は、市ホームページをご参照ください。

接種回数及び接種間隔



９

広告 広告広告

※標準的な接種期間とは、病気の性質などからこの期間に接種を受けることが最も望ましいと考えられる期間です。

日本脳炎

学童期等に受ける定期予防接種

ワクチンの種類 対象者 標準的な接種期間※

二種混合(ジフテリア・破傷風)

ＨＰＶ
感染症

（子宮頸がん）

２期

サーバ
リックス
(２価）

ガーダシル
(４価）

シルガード９
(９価）

９歳から１３歳の誕生日の前日まで ９歳から１０歳の誕生日の前日まで

１１歳から１３歳の誕生日の前日まで １１歳から１２歳の誕生日の前日まで

１２歳となる日の属する年度の
初日から１６歳となる日の属す
る年度の末日までにある女子
（小学校６年生～高校１年生相
当の女子）

中学校１年生の間

１回

１回

１か月の間隔をおいて２回接種した後、１回目の接種から６か月の間隔をおいて１回。
ただし、当該方法をとることができない場合は、１か月以上の間隔をおいて２回接種した後、
１回目の接種から５か月以上、かつ２回目の接種から２か月半以上の間隔をおいて１回。

２か月の間隔をおいて２回接種した後、１回目の接種から６か月の間隔をおいて１回。
ただし、当該方法をとることができない場合は、１か月以上の間隔をおいて２回接種した後、
２回目の接種から３か月以上の間隔をおいて１回。

〈１回目の接種を１４歳までに受ける場合〉５か月以上の間隔をおいて２回。
〈１回目の接種を１５歳になってから受ける場合〉２か月の間隔をおいて２回接種した後、１回目の
接種から６か月の間隔をおいて１回。ただし、当該方法をとることができない場合は、１か月以上
の間隔をおいて、２回接種した後、２回目の接種から３か月以上の間隔において１回。

子宮頸がん予防ワクチンの積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった平成９年度生まれから平成２０年度生まれまでの女子で、令和４年４月１日から令和７年３月３１

日の期間に１回でもワクチン接種をしている人は、令和８年３月３１日まで、残りの回数分の接種が可能です。

対象者 接種期間 接 種 方 法

１期初回・追加の接種が終了していない場合、１期３回の残り回数を接種。

１期追加の接種終了後、１回接種（１期と２期の接種間隔については、健康保健センターへお問い合わせください。）

　※日本脳炎ワクチンは、妊娠中又は妊娠している可能性のある方の場合は、原則接種しないこととなっています。

日
本
脳
炎
特
例

対
　

象
　

者

平成１７年４月２日から

平成１９年４月１日以前に生まれた人
２０歳の誕生日の

前日まで

母子健康手帳は、小学生になると開く機会もめっきり少なくなり、棚の奥底へ…ということもあるかと思いますが、将来、お子様の
進路によっては、予防接種の履歴を求められることがあります。
保健センターでも定期予防接種の接種履歴を管理していますが、データには保存期限があるため、確認できない場合がありますの
で、母子健康手帳はなくさないように保管しておきましょう。

子宮頸がん予防ワクチン接種のキャッチアップ接種について

接種回数及び接種間隔

（土曜日は午前中のみ）



１０

標準的な接種期間（数字は回数）

同時接種（詳しくは医療機関にお問い合わせください。）

定期予防接種の対象年齢

ワクチンの種類
接種済み

小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎

五種混合

Ｂ Ｃ Ｇ

麻しん風しん(ＭＲ)

水痘（みずぼうそう）

日本脳炎

二種混合 

□□□□

□□□

□□□□

□

□□

□□

□□□□

□

１か月 ２か月 ３か月 ５か月４か月 ６か月 ７か月８か月 ９か月１０か月１１か月 １歳
１か月

１歳
２か月

１歳
３か月

１歳
４か月

１歳
５か月

１歳
６か月

１歳
７か月

１歳
９か月

１歳
１０か月

１歳
１１か月

１歳
８か月０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ９歳 １１歳 １３歳７歳６か月

１ ２ ３

１ ２ ３

１ ２

２ ３

４

４

２ ３

１

１

１

２

２

１ ２ ４

１

３

生後１２か月までに、２７日以上
の間隔をおいて３回接種

どちらか
選ぶ

満１歳の誕生日の前日までに、標準的に
は生後５か月～８か月までの間に１回

１期：６日以上、標準的には２８日までの間隔をおいて２回接種。１期初回２回目
接種終了後、６か月以上、標準的にはおおむね１年の間隔をおいて１回接種

生後１２か月から生後１５か月を標準的な接種期間として、３回目終了後から
６０日以上の間隔をおいて、生後１２か月に至った日以降に１回接種

１期追加：３回目終了後、６か月
以上、１８か月までの間隔をおいて
１回接種

満１歳の誕生日の前日までに、２７日以上の間隔をおいて２回、
更に初回接種から１３９日以上を経過した後に１回接種

□

１期初回：２０日以上、標準的には２７日
から５６日までの間隔をおいて３回

１

１

□□

□□□

２７日以上の間隔をおいてロタ
リックス（１価）は２回、ロタ
テック（５価）は３回、１回目
は出生１４週６日後までに接種

こどもの定期予防接種スケジュール

１期：生後１２か月から生後２４か月に至るまで
（満２歳の誕生日の前日まで）の間に１回接種

生後１２か月から生後３６か月に至るまで（満３歳の誕生日の前日まで）の間に、３か月以上
の間隔をおいて２回接種。標準的には１回目は生後１２か月から１５か月に至るまでに接種

標準的には２回目は１回目終了後６か月
から１２か月の間隔をおいて接種

２期：９歳から１３歳の誕生日
の前日までに１回接種

２期：小学校入学
の前年度（幼稚
園・保育所の年長
相当）１年間(４/１
～３/３１)に１回
接種

１１歳から１３歳の誕生日
の前日までに１回接種

　※ＨＰＶ感染症（子宮頸がん）ワクチンについては、Ｐ９をご参照ください。

（１）定期予防接種のスケジュール・接種間隔について

　　定期予防接種はワクチンごとに対象年齢が決められています。かかりつけ医と相談のうえ、対象年齢内に接種が完了するよう

　　スケジュールをたててください。また、ワクチンごとに接種間隔が定められています。接種間隔を守らない場合、適切な効果が得

　　られないことや、定期予防接種として認められないことがあります。

　　ワクチンごとに定められた接種間隔については、Ｐ７・８・９をご参照ください。

（２）乳幼児期・学童期の定期予防接種の料金は無料（市負担）です。
     高齢者の定期予防接種の料金は一部助成です。ただし、以下の場合は自己負担となります。

　　①　対象年齢・期間・回数ではない場合

　　②　委託医療機関以外で受けた場合（委託医療機関以外での接種を希望される場合は事前に健康保健センターへご連絡ください。）

　　③　上尾市に住民登録をしていない場合（上尾市外に転出した日以降も同様です。）

　　④　定期以外の予防接種（任意接種）を受けた場合（おたふくかぜ、こどものインフルエンザなど）

定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意定期予防接種を受ける際の注意

ロタ
ウイルス

ロタリックス
（１価）
ロタテック
（５価）

出生６週０日後 出生２４週０日後 出生３２週０日後

造血幹細胞移植後の
　　予防接種再接種費用の助成
造血幹細胞移植後の
　　予防接種再接種費用の助成
造血幹細胞移植後の
　　予防接種再接種費用の助成

　造血幹細胞移植により定期予防接種で得

た免疫が低下または消失した２０歳未満の人

に対し、再接種に係る費用の補助をします。

詳しくは右の二次元コードまたは、

市のホームページをご覧ください。


